
平成２９年度喀痰吸引等研修（第一号研修・第二号研修）奈良県指導者養成講習取扱要領

１．研修の目的

奈良県において、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和６２年厚生省令第４９号）
附則第４条に基づく研修（以下「喀痰吸引等研修」という。）（第一号研修・第二号研修）
の指導者を養成することを目的とする。

２．実施主体

奈良県（公益財団法人 介護労働安定センターに委託して実施）

３．研修の対象

（１）以下のいずれかを満たす医師、保健師、助産師又は看護師で勤務先の施設長の推薦の
ある者

ア 研修修了後に、県又は県内の登録研修機関が実施する喀痰吸引等研修（第一号研修
・第二号研修）において、研修講師として協力することが可能な医師、保健師、助産
師又は看護師（准看護師を除く）。（以下「看護師等」という。）であって、臨床等で
の実務経験を３年以上有する者。

イ 自らが勤務する施設等における介護職員等が、奈良県が実施する喀痰吸引等研修（第
一号研修・第二号研修）の受講申込み予定であり、かつ実地研修の指導者となる予定
の看護師等。

（２）募集定員

６０名
（応募者数が定員を上回る場合は、受講できない場合がある。なお、受講決定に際
しては、入所・入居系施設に勤務する者を優先的に取り扱うこととする。）

４．研修内容

別添日程表のとおり

５．研修日程等

日 時 平成３０年１月１６日（火）９：３０～１８：４５
場 所 奈良県社会福祉総合センター大会議室（橿原市大久保町320-11）

６．修了証書

研修の全課程を修了した受講者に対し、修了証書を交付する。
遅刻・早退等により欠席とみなした場合は修了証書を交付しない。

７．受講申込み及び受講決定

（１）受講申込み

別紙様式３に必要事項を記載の上、平成２９年１０月２７日（金）までに奈良県健康
福祉部長寿社会課あて送付（郵送）すること。

（２）受講決定
受講決定の通知は、各勤務先及び各関係団体あてに連絡する。

８．受講経費

本研修会場への旅費等は受講者が負担すること。



９．その他

・本研修の受講修了者は、本年度以降に県又は県内の登録研修機関が実施する喀痰吸引
等研修（第一号研修・第二号研修）の講師を依頼される場合がある。

・研修会場へは公共交通機関を使用すること。


